
骨寧漆随 等敗因帝都京

既 二 等
行 汲 日 - 月 二 句巳 二二 十 iE 二大:

払閥

叢

費
水
芸
義
経
済
学
-
自
然
法

則
･

納

税
義
務
者
と
し

て
の
国
家

･

階

級
に
就

い
て

･

政
昭

弘
的

養
篤
実
の
撲
張
及
び
改
善

農
業
不
動
産
金
融
二

般
不

動産金
融

説

苑

個
人
主
義
及
祉
倉
主
義
局
外
税

･

薗
岡
山
藩
の
社

会
法
に
就
て

･

稚

鋒

地
利
の
改
廃
に
就
て
･

白
耳
義
舘

失
業
保
険
制
度
に
就
て

法
畢
博
士

河

上

聾

改
革

博
士

耐

戸

正

雄

突
撃

博

士

高

田

傑

馬

紘
琴

博

士

戸

田

終

局

牧
野

博

士

河

田

嗣

郡

/i

法

撃
博

士

財

部

静

治

挺

済
学

士

里
…

正

巌

法
準
博

士

小

川
郷

太
郎

法

学

士

一
戸

二

郎



説

苑

蕉
岡
山
藩

の
瓶
倉
法

に
就
て

(
一
)

落
岡
山
藩
の
就
倉
法

に
就
て

緒

腎
口

(
=

第

+
六
巻
.

(第
二
號

=
二
四
)

四
〇
〇

黒

正

巖

徳
川
時
代

に
於
て
は
抑
商
物
農
を
治
国
の
人
本
ε
し
て
居
た
の
で
、
貨
幣
経
済
は
前
代
.に
比
し
著
し
く
獲
達
し

た
ε
は
云
ひ
な
が
ら
緯
濟

の
基
調
は
「
米
」
に
存
し
、
農
業
を
圭
こ
す
る
領
域
脛
濟
の
域
を
脱
し
な
か
っ
た
。
從

っ

て
幕
府
や
者
藩
の
財
政
源
ば
未
納
に
よ
る
地
租
で
あ
b
、
叉
人
口
の
大
部
分
を
占
む
る
農
民
は
そ
の
生
活
襟
式
に

種

々
の
制
限
を
加
へ
ら
れ
、
自
給
自
足
に
近
い
生
漁
を
轡

ま
ざ
る
を
得
な
か

っ
た
、
邸
ち
農
民
は
地
租
ご
自
己
の

消
費
`
の
編
め
に
生
産
に
従
事
す
る
の
で
め
っ
て
醤
利
的
商
品
生
産
ε
し
て
農
耕
を
行

っ
た
も
の
で
な

い
こ
い
ふ

も
不
可
は
な

い
。
故
に
農
産
物
の
不
作
は
直
ち
に
爲
府
の
財
政
に
影
響
す
る
の
み
な
ら
ず
、
農
民
は
他
よ
り
食
糧

の

を
獲
得
す

る
の
途

を
殆
ご
全
く
有

し
な
か
っ
た
.の
で
あ
る
。
然
る
に
天
災
地
攣
頻
繁

に
螢
生
し
て
惨
害
甚
だ
し
き

も
の
あ
る
も
之
に
…封
抗
す

バ、
き
充
分
の
施
設
な
く
.
然

か
も
交
通
磯
關

の
不
備
ε
各
藩
の
割
棟
濁
立
の
結
果
、
天

災
毎
に
飢
饉
を
惹
起
し
餓
孚
路
傍
に
横
は
る
ε
い
ふ
有
様
で
あ
っ
た
。

、

斯
の
如
き
経
済
組
織
の
下
に
於
て
は
そ
の
缺
陥
を
補
ふ
た
め
に
倉
稟
制
度
の
獲
生

す

る
は

蓋
し
當
然
で
あ
ら

う
。
所
謂
三

冠
の
制
は
之
れ
で
あ

っ
て
策
沖
に
於
て
ば
古

楽
各
地
に
行
は
れ
た
所

で
あ
る
。
三
倉

の
如
何
な
る
も

の
で
め
る
か
に
就

て
は
藪
に
絮
説
し
な

い
が
、
我
国

に
於
て
は
徳
川
時
代

に
盛
に
行
は
れ
そ
の
敷

は
枚
翠
に
逗
な

き
程
で
あ
る
。
尤
も
常
時
に
於
て
は
義
倉
.
肚
倉
.
常
李
倉
の
三
倉
が
混
同
さ
れ
て
る
た

、
め
に
、
同

一
の
名
梢

'

ユ)農 商 務省の「祉會 制度に關す る調査 」のみに山 う も甚 多鍛で あ ろ。



を
有
し
乍
ら
そ
の
實
を
異
に
し
.
そ
の
名
を
異
に
す
る
も
そ
の
實
を
同
じ
ふ
す
る
も
の
も
あ
っ
た
。
併

し
乍
ら
三

倉
の
第

,一
義

の
直
接
目
的
は
自
給
自
足
的
農
業
経
済
時
代
の
缺
陥
を
除
去
す
る
事
に
在
り
て
、
主

ε
し
て
農
民
の

救
済
、
備
弛
貯
蓄

を
最
高
の
任
務
ε
し
て
み
た
の
で
あ
る
。

然
る
に
藪
に
論
述
せ
ん
ご
す
る
替
岡
山
藩
の
糺肌
倉
法
は
他
藩
の
砒
倉
制
度
に
比
し
て
著
し
く
異

っ
て
居
る
。
そ

の
名
は
肚
倉
ε
構
せ
ら
,る
ら

＼
も
、
そ
の
賢
質
を
深
く
考
察
す
る
塒
は
之
を
以
て
直
ち
に
肚
倉
で
あ
る
蓬
速
断
す

る
こ
ε
は
失
當
た
ら
ざ
る
を
得

ぬ
。
從
家
肚
倉
の
研
究
者
は
岡
山
藩
の
猷
倉
を
以
て
そ
の
本
質

に
於
て
他
藩
の
砒

倉
ε
何
等
特
異
な
き
も
の
ご
考

へ
π
か
に
思
は
る

、
。
こ
は
肚
倉
な
る
名
耐
に
囚
は
れ
て
そ
の
奥
意
を
濱
謝
し
だ

も
の
で
あ
っ
て
私
の
甚
だ
遺
憾
ε
す
る
所
で
み
る
b
先
人
已
に
岡
山
藩
肚
倉
法
に
關
し
て
研
究

せ

し

に
拘
は
ら

ぬ

あ

ち

も

や

も

ヘ

ヘ

ロ

マ

　

め

ヘ

ヘ

へ

も

も

　
も

も

リ

へ

　

へ

す
、
余

が
敢
え
て
藪
に
論
究
せ
ん
ε
す

る
所
以
は
、
岡
山
藩
の
砒
倉
は
所
謂
耐
食
に
非
ざ
る
事
を
闡
明
せ
ん
が
爲

謝
か
か
を
。
岡
山
藩
の
肚
倉
は
米
銀
を
蓄
積
し
て
藩
政
に
資
せ
ん
ざ
す

る
の
目
的
を
以
て
貨
殖
智
利
を
行
ふ
所
の

一
の
融
通
機
關

に
す
ぎ
な

い
の
で
る
つ
て
、
肚
倉
本
來
の
目
的
た
る
備
荒
救
恤
の
如

き
は
二
次
的
附
随
的
の
作
用

に
す
ぎ
な
か
っ
た
こ
ε
を
論
讃
し
よ
う
ピ
思
ふ
。
之
に
先

っ
て
肚
倉
法
創
設
以
前
に
於
け
る
岡
山
藩

の
救
済
備
荒

制
度
を
略
述
す
る
で
あ
ら
う
。

第

一
、
肚
盆
設
立
前
の
救
荒
制
度

イ
、
加
損
米

、
用

捨
萎

の
制

度

池

田
光
政
が
岡
山

藩

に
封
を
轄

じ
來

て
以
來
、
久

し

い
間

は
凶
舵
救
済

に
糊
す

る
特
別

の
制
度

は
な

く
、
凶
年

説

苑

薔
岡
山
藩
の
枇
倉
法
に
就
て
(
】
)
・

第
十
六
巻

(第
二
號

=
二
五
)

四
Q
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、

説

苑

薔
岡
山
藩
の
耽
倉
法
に
就
て
(
一
)
、

第
十
六
巻

(第
二
號

=
二
六
)

四
〇
二

飢
饉
の
都
度
藩
府

の
所
有
に
罵
す

る

一
般
の
倉
稟
を
開

い
て
倉
米
を
給
興
し

た

に

す

ぎ
漁
。
又
翫
時
己
に
加
損

米
、
用
捨
萎
の
制
度
を
存

し
て
み
た
こ
`
は
明
か
で
あ
る
が
、
併
し
之
は
卒
年
に
於
て
特
殊

の
人
々
に
劃
す

る
補

助
救
済
の
法
で
あ
っ
て
凶
年
に
備
ふ
る
も
の
で
は
な
か
っ
陀
。
即
ち
用
捨
姿

ご
は
畑
作
の
年
貢
た
る
嬰
の
上
納
は

之
を
七
月
に
完
納
せ
ね
ば
.な
ら
隙
の
だ
が
、
農
民
が
所
定
の
期
日
互
変
年
貢
を
納
め
れ
ば
衣
の
秋
牧
穫
迄

の
生
活

に
困
難
を
威
す
る
が
如
き
場
合

に
、
そ
の
納
期
を
年
末
牧
稜
稜
に
延
期

し

一
定

の
利
銀
天
は
利
水
を
徴
牧
す
る
法

.

で
る
る
。
更

に
加
損
米
は
種
々
の
事
情

の
爲
め
牧
盆

の
少

き
百
姓
に
謝
し
米

の
前
貸
を
な
し
負
撚
の
公
卒

ε
生
活

の
安
定
を
計
る
事
を
旨
ご
し
た
も
の
の
様
で
め
る
。
之
に
就
き
類
纂

に
は
次

の
如
く
記
し
て
在
る
。

「
烈
公

の
時
よ
り
加
損
米
の
名
め
b
、
悪
田
所
叉
は
冤
不
相
惹
の
地
所
推
力
無
之
難
義

の
付
所

へ
春
の
内

に
其
赫

々

へ
米
何
程
宛
ε
立
破
下
足
を
加
担
米
こ
い
ふ
。
但
秋
上
納
の
内
減
す
、
實
は
捨
b
也
、
御
免
帳
立
て
㌧

一
ケ

年
限
り
の
作
法
な
が
ら
願
出
の
節
二
年
三
年
四
日半
五
年
心
年
限
の
定
有
之
。
右
加
損
米
政
賢
永
年
中
迄
は
名
主

五
人
組
頭
共

に
改
誓
詞
を
申
付
大
庄
屋
共
出
合
候
て
地
所
遂
吟
味

加
損
米
下
積
b
出
來

の
上
帳
面
御
郡
奉
行

へ

指
出
し
其
上
を
御
郡
奉
行
郡
目
付
下
役
人

一
所
に
罷
越
又
地
方
の
見

分
加
損
割
賦
等
吟
味
」

之
に
よ
っ
て
見
れ
耳
用
捨
姿
、
加
損
米
ば
共
に
租
税
徴
牧
上
の

一
憂

則
に
す
き
漁
の
で
あ
っ
て
、
凶
年
飢
饉
の

塒
の
救
済
制
度
ご
し
て
効
果
の
少
い
も
の
で
あ
る
。
加
之
藩
庫
の
開
耀
は
数
次
に
及
び
て
己
に
窮
乏
を
告
げ
し
の

み
な
ら
す
、
諸
方
面
よ
り
の
借
債
藪
萬
両
に
達
し
て
居
る
の
で
、
將
來

の
凶
漱

に
備

ふ
る
に
は
藩
の
財
政
よ
り
猫

立
し
た
弼
固
な
る
施
設
を
設
け
る
の
外
な
き
に
至

っ
た
。
そ
れ
が
即
ち
育
要
文
は
畝
変
法
(叉
は
こ
升
萎
)
ご
稠
せ

ら
る
、
も
の
で
あ
る
。

3)類 纂、 制度門、無法 の部
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ロ
、
畝
萎
法
(育
萎
、
二
升
姿
)

岡
山
藩
畝
萎
法
は
後
に
詳
述
す
る
が
如
く
、
明
暦
三
年
(
西
紀

二
八
五
七
年
)五
月
即
ち
肚

倉
法
施
行

に
先
立

っ

二
だ
十
五
年
前
に
創
始
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
後
、
耐
食

の
行
は
る
、
に
至

っ
て
か
ら
も
、
之
ε
相
併
ん
で
縄

瞥
さ
れ
た
。
蓋
し
畝
変
法
は
肚
倉
固
有
の
目
的
ε
機
能

巴
を
有
し
長
吏
の
管
理
札
羅
す

る
自
治
の
救
済
制
度

に
し

て
、
赴

倉
法
ざ
共

に
行

は
る
エ
こ
ご
は
屋
上
屋
を
架
す

る
も
の
で
は
な
く
、
砒
倉
法
ε
全
然
刑
具
の
性
質
を
有
す

る
が
故
に
、
二
者

の
両
立
を
必
要
こ
し
花
か
ら
で
あ
る
。
承
懸
年
中
・、
岡
山
藩
は
数
度
に
亘

っ
て
水
早
の
災
害
を

蒙
b
、
藩
の
爲
政
者
は
之
が
救
済

に
疲
れ
藩
民
は
塗
膿
に
苦
し
む
状
態
で
あ
っ
た

の
で
、

一
方

に
於
て
從
來

の
通

与
植
林
治
水
に
力
を
用
ひ
て
災
害

の
根
源
を
除
去
す

る
に
力
む
る
ε
同
時
に
、
人
爲
の
救
済
策
を
確
立
し
よ
う
ε

し
た
の
で
あ
る
。
弦
に
於
て
藩
主
池
田
光
政
は
乗
懸
三
年
郡
奉
行
を
集

め
て
救
濟

の
方
法
を
諮
詢
し
、
次
の
如
く

遽
し
た
.

「
當
年
の
旱
洪
水
、
我
等

一
代
の
大
難

に
て
候
、
是
を
思
ふ
に
我
悪
逆
故
知
此
な
ら
ば
天
上
b
直
ち
に
亡
を
下
し

賜
は
す
御
賊

に
存
候
上
は
、
有
難
慕
に
存
じ
又
天
の
時
㊧
ら
ば
我
等
能
時
分
に
此
國
を
奉
預
候
條
、
人
民
を
可

救
に
存
候
、
何
の
道
に
も
急
度
可
致
ε
存
候
」

弦
に
於
て
明
暦
三
年
五
月
十
五
日
郡
奉
行

一
同
が
協
議

の
結
果
次
の
様
な
立
案
を
提
出
し
た

飢
饉
年
百
姓
救
可
中
野
之
事

.
、
常
夏

よ
り
畑
方
は
畝
嬰
不
残
、
田
方
は
萎
蒔
候
畝
敷
に
.一
反
に
付
二
升
宛
庄
屋
手
前
に
取
集
往
々
置
所
相

定
可
申
候
、
右
の
奏
大
方
の
飢
饉

に
は
出
し
不
申
、
毎
43
の
出
来
に
随
ひ
少
宛
成
共
取
集
可
申
候
、
當
年

税

苑

蕾
岡
n
藩
の
砒
倉
法
に
就
て
(
一
)

第
十
六
巻

(第
二
號

=
二
七
汐

四
Q
三
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説

苑

瞥
M叫
山
藩
の
池
か
法
に
就
て
二
)

粥
†
大
谷

(第
二
號

=
二
八
)

鴎
O
叫

の
如
く
夢
毛
能
御
座
候
は
ば

一
年

に
.一
郭
に
て
大
方
三
百
石
箏

し
程
も
可
有
御
座
候
哉

一
、
大
豆
葉
干
菜
リ
ヤ
ウ
ブ
兼

々
取
ら
せ
慣
右
之
萎
遣
中
刻
相
派
遣
町
中
候
、
此
段
者
庄
屋
に
申
付
、
銘
々
家

々
に
改
造
年
々
仕
替
さ
せ
可
申
優

者
之
通
年
々
に
貯
置
南
俵
は
ゴ
飢
饉

に
候
共
飢
人
有
御
座
間
敷
候
哉

ご
奉
存
候
事

光
政
は
こ
の
建
言
を
採
用
し
郡
中

に
實
行

せ
し
め
た
、
即
ち
畝
夢
の
法
は
庄
屋
の
支
配
す
る
範
囲
を

一
廠
劃
・し

し
て
組
合
は
せ
田
地

一
反
か
ら
萎
二
升
宛
の
割
合
を
以
て
課
徴

し
.
貯
藏
萎
が
増
加
し
て
基
礎
独
閻
ざ
た
る
迄
庄

屋
の
家

に
保
藏
す
る
こ
ε

、
し
た
。
而
て

一
朝
凶
年
ε
な
れ
ば
之
聖
教
濟

に
充

て
叉
華
年

に
於
て
も
適
宜
に
貸
付

を
行

っ
た
。
併
乍
畝
萎
法
は
本
來
純
粋
な
る
救
濟
策

ε
し
て
生
れ
た
共
圃
自
治

の
機
關
で
あ
る
か
ら
、
貸
付

に
よ

っ
て
利
殖
す
る
が
如
き
は
そ
の
本
旨
に
反
す

る
所
で
め
っ
た
。
獲
て

一
般
人
民
の
負
捨
を
忍
ん
で
畝
変
を
.隙
出
し

乍
む
も
そ
の
増
加
の
程
度
極
め
て
少
く
、
大
需
要

に
迫
ら
れ
た
際

に
果

し
て
充
分
の
効
果
を
敗
め
得
る
や
否
や
疑

は
れ
た
。
藪
に
於
て
藩
政
府
は
畝
萎
法
の
趣
旨
を
徹
底

せ
し
め
、
人
民
を
し
て
畝
変
法
の
基
礎
を
強
固
な
ら
し
む

ム
の
必
要
を
感
じ
、
死
様
八
年
に
次
の
如
き
令
達
を
獲
し
て
居
る
。

　
、
育
萎
諸
御
郡
共
増
少
く
、
畢
竟
下
方
の
.爲
め
に
成
不
申
儀
の
庭
肝
煎
共
心
不
付
標

朝
見
え
候
、
年
柄
を
見

合
せ
後
年
に
増
し
申
様
可
仕
候

一
、
大
豆
葉
木
の
葉
此
節
末

々

へ
借
出
家

の
塒
発
詰
替
可
申
候
、
尤
是
も
増
様
利
を
取
立
町
中
専

一
、
右
育
裘
代
銀
に
て
有
之
分
下
直

の
時
分
買
俟
て
萎

に
御
貯
置
可
申
候

〔大
圧
屋
手
記
温
故
雑
録
)

斯
の
如
く
賠
藏
萎

の
利
殖
増
加
の
必
要
を
説
き
叉
跡
職
嬰
の
入
替
等
に
就
き
で
も
大
鑑

の
揖
針
を
示
し
た
の
で

♂
.

」

0



写

.

'

あ
る
。
今
岡
山
縣
内
務
部
の
調
査
書
に
集
録
す

る
所
の
古
交
書
を
抄
記
し
て
変
人
入
替
方
法
、
利
息
等
を
推
察
す

る
の
資

に
供
し
よ
う
。

マ

ヤ

「
育
萎
は

一
部
の
内
に
て
も
大
庄
屋
組
合
分
け
に
郷
藏
を

し
つ
ら
ひ
萎
を
貯
慨
十
二
月
よ
り
正
月
二
月
三
月
四
月

迄
五
箇
月
の
問
貧
者
扶
持
方

に
月
歩
.に
て
貸
付
但
五
グ

皿
之
作
法
有
之
御
代
官
罷
蹴
月
毎

に
渡
、
四
月

の
渡
し
に

は
鼠
助
も
政
見
右
の
貸
付

の
姿
新
嬰
出
銀
の
上
利
婆
を
加

(.
返
納
、
北
新
姿
納
め
は
御
郡
奉
行
納
之
夢
不
熟

の
年

は
利
変
等
指
免
し
候
畢
、
臨
時
の
詮
議
戯
舟
船
も
口
口
但
已
前
鯨
計
に
有
之
庭
右
の
萎
入
札
彿

に
し
て
催
合

へ
入

又
は
新
開
方

へ
も
預
け
置
此
新
開
方

へ
出
願
候
分
は
御
郡
代
承
屈
救
貧
に
も
出

さ
す
、
但
し
五
歩
の
利
付
貸
也
」

「
貞
享
三
年
寅
十
二
月
邑
久
郡
分
散
萎
十

一
月
迄
は

　
割
孚
の
利
足

に
候
威
同
年
十
二
月
よ
り
蒲
郡
並

に
月

一
歩

宛
に
極
」

,

か
く
て
利
息
法
の
制
定

ξ
同
時
に
組
織
も
次
第

に
整

ふ
た
結
果
、
各
部
の
貯
藏
萎
増
加
し
畝
変
倉
を
建
立
す

る

に
至
っ
た
こ
・し
は
寳
.永
三
年
獲

せ
ら
れ
た
次
の
様
な
達
し
に
よ
っ
て
覗
は
れ
る
。

「
諸
都
育
姿
次
、第
に
多
一
成
惜

し
絵
の
璽
所
に
て
作
廻
難
成
分
は
御
年
貢
の
時
分
障

に
不
成
様
相
考
⊥
ハ
七
月
の
頃

に
て
も
入
札

に
て
佛
其
代
銀
を
以
九
、
十
月
新
米
を
春
の
貯

に
買
置
大
攣
撫
育
に
不
入
時
は
翌
年
の
夏
佛
古
代
銀

札
を
以
て
釈
文
新
米
買
置
可
然
候
、
右
の
来
手
寄
ぐ

に
育
姿
の
内
を
以
て
賊
を
建
買
入
置
可
然
候
、
御
郡
奉
行

御
代
官

立
合

相
判

に
て
〆
世
可
燃

纂
」

即

ち
後

に
は
貯
萎

を
費
卸

し
て
米
で
も
貯

醸
す

る

に
至

っ
た
様

で
あ

る
、
併

し
果

し
て
各
粒

々
の
育
変

が
何

れ

丈

の
分
量

に
達

し
だ

か
聖
知

る
事
は
出
京

諏
け
れ
こ

も
、
延
寳
三

年
正
月
よ

り
五
月
迄

に
給
・興

ご
し
て
畝
萎

一
萬

説

鈍

菅
岡
田
藩
①
社
倉
法
に
観
て
(
「)

第
十
六
借

(第
二
號

=
二
九
)

四
〇
五

G)留 帳 、苗幕時代に於 みけ肚倉制度(岡Ijユ縣内務部 編)五入貢

.7)同 上

凡

■



説

苑

蕾
岡
山
藩
の
祉
良
法
に
就
て
〔
ご

.

雄
「
太
巻

〔第
二
號

】
叫
9

四
σ
六

二
千
四
百
三
十
五
俵
、
天
和
元
年
正
月
よ
り
四
月
迄
に
畝
萎
四
千
二
百
三
十
六
五
三
斗
五
升
、
俵

に
し
て
約

一
高

二
千
百
〇
三
篠
を
出
し
て
み
る
し
、
叉
享
保
元
年
に
於
け
る
邑
久
郡
育
姿
蔵
敷
の
み
に
て
も
十
八
ケ
所

に
及
ぶ
を

見
れ
ば
相
當
の
石
高
に
達
し
た
事
を
推
す
事
が
出
家
る
ε
思

ふ
。
然
る
に
後
段
蓮
ぶ
る
が
如
く
耐
食
が
半
官
半
民

的
の
も
の
ε
な
b
且

つ
共
の
財
力
豊
富
ご
な
り
て
以
來
畝
変
法
が
各
人
の
年
々
の
醸
届
に
よ
っ
て
成
立
せ
る
關
係

上
、
多
少
衰
退
せ
る
の
傾
あ
る
も
、
荷
は
肚
倉
ざ
併
立
し
て
存
覆
し
、
所
に
由

っ
て
は
そ
の
制
度
を
傳

へ
て
以
て

幕
末
に
及
ん
だ
も
の
も
あ
る
。
斯
の
如
く
畝
変
法
は
最
初
よ
り
民
衆
を
基
礎

冠
し
て
巌

兆
し
た
自
治
的
の
制
度
で

あ
り
利
殖
の
爲
め
に
儲
け
ら
れ
す
備
、亮
貯
蓄
を
第

】
義

ご
し
て
始
終
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
實
質
は
純
粋
な
る

社
倉
で
め
る
、
併
し
乍
ら
そ
の
性
質
が
私
法
的
の
も
の
で
あ

っ
た

》
め
、
そ
の
記
録
女
書
の
今
日
迄
遺
存
す
る
も

の
少
く
.
そ
の
成
果
を
詳
密

に
知

る
こ
ご
の
出
京
濾
の
は
甚
だ
遺
憾
で
あ
る
。

第

二
、

阯

倉

法

創

設

の
顛

末

噂

イ
、
肚
倉
法
の
創
始
者

従
来
岡
山
藩
の
治
政

ε
い
へ
ば
直
ち
に
熊
澤
暮
山
を
思
ひ
掛
さ
れ
て
居
抱
け
れ
こ
も
、
,彼
の
擧
げ
た
實
蹟
は
顯

、
著

に
之
を
認
む

る
こ
・し
が
出
來
諏
。
蓋

し
蕃
山

の
思
想
は
・鯨
り
に
高
遠

で
あ
っ
て
當
時
の
肚
會
歌
態
に
か
け
は
な

れ
到
底
實
現
す

る
事

の
出
来
魂
も
の
が
多
か
っ
た
の
み
な
ら
す
、
彼
が
貴
際

に
遂
行
せ
ん
ご
し
た
政
策
は
極

の
て

消
極
的

の
も
の
で
あ
っ
て
奇
抜
な
る
制
度
を
新
設
す

る
よ
り
も
現
存
の
制
蔑
を
改
善
獲
達
せ
し
め
て
脅
く
こ

ご
を

・
旨

ご
し
た
か
に
思
は
る

、
か
ら
で
あ
る
。

か
く
の
如
く
從
來
岡
山
藩
じ
於

て
蕃
山

の
貴
行
し
た
も
の
で
あ
る
・し
世



俗

に
信
じ
ら
れ
て
ゐ
元
制
度
の
大
多
数
は
、
不
吉
口貴
行
主
義
者
に
し
て
偉
大
な
る
珊
財
家
彫
津
田
重
二
郎
永
忠
の

鑑
策
に
.基

い
て
居
る
の
を
獲
見
す

る
。
岡
山
藩
肚
倉
法
も
亦
水
患
の
創
設
に
か

＼
る
所
で
あ
る
リ
乍
併
之

に
就

い

て
看
過
す
る
事
の
出
来
ぬ
の
は
、
永
患
の
こ
の
壷
錐

に
黝
し
陰

に
陽
に
助
言

ε
弊
援
を
與

へ
た
者
の
め

っ
π
こ
ε

で
あ
る
、
そ
は
即
ち
熊
澤
蕃
山
の
弟
、
泉
八
右
衛
門
仲
愛

そ
の
人
で
あ
る
。
津
田
永
忠
は
承
懸
二
年
二
月
年
始

め

て
十
四
威
で
児
小
姓
に
任

せ
ら
妙
、
蕃
山
が
明
暦
三
年
仕
を
蹉
し
て
封
水
大

に
扱
熟

せ

ら

れ
元
蘇
十
六
年
闘
谷

に
隠
退
す
る
迄
五
十
年
間
藩
政
特

に
財
政

に
参
興
し
殖
産
興
業
に
力
を
致
し
た
の
で
め
る
が
、

一
面

に
於
て
朱
子
.

學
者
中
村
暢
齋

.
小
原
大
丈
軒
等
ご
親
し
く
交
は
り
て
朱
子
學
を
研
鑽

し
、蕃
山
、仲
愛
等
の
陽
明
學
者
.・し
相
対
持

し
て
み
た
。
乍
併
水
患
仲
愛
は
偏
見
な
る
學
究
徒
に
弄
す
し
て
北
ハ
に
政
治
を
談
じ
政
策
を
樹
立
し
た
の
で
あ
る
。

而
て
際

轟

管
の
方
面
に
秀
で
た
家

督

、
藩
主
の
信
任
の
厚
か
つ
菓

仲
響

相
結
ん
だ
所
に
初
等

肚

倉

法
が
貴

現

さ
れ
た

の
で
あ

っ
て
、
種

々
の
文
献

に
徴
す

る
も
そ
の
功
蹟

を
濁

b

永
忠

に
際

せ
し
む

る
こ
ざ
は
不

當

で
あ

る
。
今

永
患

の
手

記
を
抄
記

し
て
見

よ

う
。

あ

も

へ

も

「
此
書
付
(耐
食
法
に
關
す
る
書
付
)寛
文
十

一
年
亥
名
月
十
日
の
御
寄
合
に
泉
八
右
衛
門
ε
私
両
人

に
て
伊
賀
殿

、猪
右
衛
門
殿
掛
御
目
候
て
申
候
は
大
唐
に
ケ
様

の
民

の
救
樵
有
之
・し
御
在
園
の
塒
御
前

へ
申
上
候
得
は

一
段
ど
よ

ヤ

エ

ヘ

ヤ

さ
そ
う
な
る
事
に
候
ご
御
意

に
候
得
共

…
…
…
…
撤
回
八
月
十

日
の
御
寄

合
に
て
叉
何
人
し
て
右
御
両
人

へ
申
候

は
…
…
、・・…
大
學
殿
よ
り
疋
謝
謝
貯
ぺ
手
紙
に
て
御
中
候
は
先
日
重
二
郎
持
参
候
書
付
猪
右
衛
門
被
南
俵
は
御
在

隊

慮

更

聖

経

に
衡

兜

ヂ
前
よ
り
可
里

候
其
の
上
…

…
」

右

は
肚

倉
法
創
設
建
議
書
を
草

し
た
頃

の
手
紙

で

あ

る
が
、
更

に
延
賢

四
年
肚

倉

法
の
貸

米
方

法

が
問
題

こ
な

.

読

売

奮
岡
山
藩
の
肚
倉
法
に
就
て
〔
一)
.

第
+
六
巻

(第
二
號

、面

こ

四
〇
七



.

設

苑

蓉
岡
山
藩

の
枇
倉
法

に
就
て
(
】
)
.

第
十
六
巻

〔第
二
號

一
四
二
}

四
〇
八
.

も

ロ

も

も

　

へ

っ
た
時

に
仲
愛

に
復
す

る
書
簡
の
中
に
も

「
最
初
に
貴
様
ε
私
両
人
し
て
御
老
中

へ
御
貰
米
之
懐
旧
上
候
書
付

の

握

一
通
担
上
申
候
・・…
・
.
」
ご
み
る
。
北
郷
肚
倉
法
の
創
設
後
も
そ
の
繍
瞥

に
つ
き
て
二
人
が
相
談
を
巡
ぐ
ら
し
、

仲
愛
は
屡
々
藩
主
を
説
き
伏
せ
て
肚
倉
米
貸
付
制
度
を
纏
行
ず

る
こ
ε
に
力

め
、

一
方
水
患
ぽ
肚
倉

の
運
用

に
遺

漏
な
か
ら
ん
こ
・し
に
努
め
.た
の
で
あ
る
。
故

に
岡
山
藩
肚

倉
法
は
津
田
水
患

・こ
泉
仲
愛
こ
の
こ
入
の
合
作
に
成

る

も
の
ご
い
ふ

べ
き
で
あ
る
.
而
て
水
患
が
在
城
五
十
年
の
間

に
完
成
し
陀
大
事
業
ぱ
次
の
如
く
多
徴
で
あ
る
が
、

そ
の
殆
ざ
凡

べ
て
が
肚
省
の
力

に
俟

つ
も
の
で
あ

っ
て
.
肚
倉

法
創
立
前
に
行
は
れ
た
る
も
の
も
後
に
は
皆
耽
倉

の
富
力

に
よ
ら
な

い
も
の
は
な
い
有
様

で
あ
る
。
實

に
耐
倉
法
は
余
恵
を
し
て
永
遠
に
経
済
上
の
功
績
を
億
…ふ
る

N
至
ら

し

め
た
根
本

の
動
力

蕊

ふ

べ
き
で
あ

る
・

今

そ

睾

濯績

を
略

記
し

よ
　
・
,)

、

、-
寛
文
五
年

3
寛
文
七
1
入
牢

5
寛
文
十

一
年

7
延
賢
七
年

9
天
和
二
年

11
貞
享
元
年

13
元
朕
五
年

15
同

九
年

17
附

+
二
年

和
室
谷
の
榮
域
を
設
く

手
習
所
を
置
く

井
田
法
を
試
.む

和
氣
郡
諸
島
に
牧
場
を
設
(

大

に
貧
民
を
救
恤
す

邑
久
郡
幸
島
新
田
を
開
墾
す

上
道
邪
神
新
曲
を
開
墾
す

吉
備
津
宮
を
警
む

福
山
領
地
を
丈
量
す

2
寛
文
六

一
九

年

壬
寛
文

十
年

6
寛
文
十

…
年

8

同

.年

-o

伺

年

12
貞
享

四
年

14
元
蘇

八
年

16
.同

+

一
年

學
校
を
創
建
す

閾
谷
學
校
を
創
建
す

肚
倉
法
を
創
立
す

倉
田
新
田
を
開
き
倉
安
川
を
禦

つ

和
氣
郡
幅
浦
新
田
を
開
く

後
樂
園
を
設
く

邑
久
那
牛
窓
波
戸
場
を
築
く

和
氣
郡
大
深
港
を
開
く

8)永 忠年譜(木 蜘遺失編)、 水 患偉業躁 に ようD

■



、

ロ
唖
就
倉
注
飢
設
分
方
法

蟹

競

倉
法
の
創
設
に
關
し
て
そ
の
相
論
見
を
藩
侯
並
・
莚

壁

婁

し
蔭

ぼ

季

肚
倉
法
に
準
撮

す

べ
き
事
を
口
實

ご
し
て
居

る
。
即

ち
己
池

の
如
く

「
大
唐

に
ケ
様

の
民

の
救
様
有

之

・.・.」

ご
上
冒

し
ハ

又
利

息
を

ξ

っ
て
貸
興
す

る
事
が

一
時
間
魑

こ
な

っ
た
静聴
に
光
歌

の
子
綱
敬

に
建

冒
せ

る
反
中

に
も
.
山木
子
]肛
窟
法

に

準
撮
せ
・
も
の
に
し
て
耐
食
氷
の
貸
與
利
租
の
窪

は
決
し
て
不
可
で
な
《
、
叉
光
政
侯

も
己

に
・
の
黙
は
承
認

し
て
居

る
の
だ
ε
論
じ
,
支
那
崇
拝
思
想
の
偉
力
ε
光
政

の
威
光
ε
を
借
り
て
利
殖
貸
付

の
不
可
な
ら
ざ
る
事
を

反
駁
し
て
ゐ
・
。
乍
供
祭
の
考
に
よ
れ
ば
之
は
量
.に
表
面
上

の
事
で
、
利
殖
窪

葉

叢

倉
持

よ
る
所
大
.で

あ
る
が
そ
の
精
聯
ε
す
る
所
並
に
利
殖
蓄
積

さ
れ
た
元
資

の
運
用
法
は
張
手
肚
會
法
を
去

る
事
甚
だ
遠

い
も
の
で

あ
る
。

斯
く
の
如
く
し
て
、
寛
文
十

一
年
【西
紀

工
八
七

】
年
)七
月
十
日
泉
仲
愛
ε
共

に
五
項
よ
b
な
る
肚
倉
創
設
の

建
議
書
を
評
定
席

に
提
出

し
た
が
、
當
年
は
光
政
が
参
覲
交
代
に
て
江
戸

に
在

つ
把
の
で
使
者
を
し
て
江
戸
に
達

し
尾

已

に
こ
の
事
は
光
政
在
団
の
時
攣

目
し
て
大
盟
公
の
賛
成
し
て
ゐ
π
問
題
で
あ

っ
た
か
ら
同
年
+
月
+
六

も

も

日
池
田
主
税
君
命
を
帯
び
て
下
岡
し
、
証
倉
法
設
置
許
可
の
指
令
を
.飛
し
た
。
藪
に
於
て
永
息
は
肚

倉
の
肝
煎
を

奪̀

ら
れ
翫

で
先
づ
講

の
地
方
耳

・
谷

酔
、
婁

算

を
集
・
其
の
旨
を
諭
し
労

意
見
を
徴
し
て
愈

々
實
行
ず

る
事

に
な

つ
π
。
水
患

は

そ
の
十

二
月
肚

倉
浅
黄
施

に
關

し
召

さ
れ

て
江
戸

に
赴

い
た
。

今
、
砒

倉

の

資

本
を
如
何

賎
し
て
調
達

し
之
を
利
殖

し
た
か
を
、

衆
愚

の
建
議

せ

る
左

の
腹

案

に
徴

し
て
見

よ
う
。

説

苑

醤
岡
山
藩
の
肚
倉
法
に
就
て
(
[
V

第
†
六
巻

(第
二
號

西

三
)

四
Q
九

、

「



説

苑

蕾
岡
山
藩
の
壮
倉
法
に
就
て
(
ご

第
十
塊
巻

(第
二
號

】
四
四
)

四
.「
O

「
一
、
本
銀
千
貫
目

・

此
内
二
百
五
十
貫
、
銀
に
て
二
割
宛
に
惜
し
候
得
者
、
利
銀

一
年
に
五
十
貫
目
宛
有
之
に
付
、
下
野
様
奥
様

へ

毎
年
被
進
銀
将
明
車
候
。
残

る
七
百
五
十
貫
目
之
分
は
米

に
て
其
儘
置
、
在

々

へ
御
僧
し
破
戒
候
様

に
仕
度
候
。

【
石
五
十
匁
の
相
場
に
て
來
年
子

ノ
春

(寛
文
十
.二
年
)
御
.借
米

一
萬
五
千
石
に
て
御
座
候
、
こ
れ
を
二
割
に
て

借
候
得
者
、
同
暮

に
は

一
萬
八
千
石
に
成
り
申
候
、
丑

ノ
暮

(
延
賢
兄
年
末
)
に
は
二
萬
千
⊥
ハ
百
石
に
成
申
候
、

寅

ノ
暮
に
は
二
萬
五
千
九
百
二
+
石
に
成
申
候
、
卯

/
暮
四
年
目
に
は
三
萬
千
四
百
石
に
戊
申
候
。
在
銀
に
て
惜

し
置
候
二
百
五
十
貫
目
忽
米
に
仕
五
千
石
に
御
座
候
に
付
、
本
米

一
萬
五
千
石
に
此
五
千
石
ご
二
口
合
二
萬
石
之

本
の
分
御
藏

へ
先
返
上
仕
便
得
者
、
四
年
の
利
残

る
分
米

↓
萬
⊥
ハ
千
百
四
石
有
之
候
を
御
国
中

に
惜
し
、

ヘ
リ
米
.

誹

言

ξ

弄

宛
入
さ
せ
、
毎
年
春
信
し
暮

に
取
立
候
様

に
可
仕
候
」
、

-

元
限
固
有
の
肚
倉
法
の
資
本
は
人
疑
の
自
治
目
慶
に
よ
っ
て
醸
出
せ
ら
れ
る
金
叙
で
あ
る
の
を
常

ご
し
專
ら
救

荒
の
偶
め
に
用
ひ
ら
る
、
も
の
で
あ
る
。
然

る
に
岡
山
藩
の
糺肌
倉
の
資
本
は
之
芭
異
り
朱
子
独
に
擬

し
た
も
の
で

あ
る
。
邸
ち
大
和
郡
山
城
主
本
多
下
野
守
患
平
夫
人
混
る
光
改

の
長
女

へ
の
湯
沐
料
ご

千
貫
目
が
藩
塵

に
保
管
さ

れ
年

に
五
十
貫
宛
を
仕
途
る
事
ε
な

っ
て
み
た
の
で
、
之
を
流
用
し
て
利
殖
し
以
て
肚
倉
の
資
本
を
構
成

し
、
一
般

人
民
よ
り
は
直
接
毫
末
の
醸
出
を
も
な
さ
し
め
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。
而

て
五
ケ
年
の
聞
に
は
延
貿
三
年
の
大
飢

饉
が
あ

っ
た
に
拘
は
ら
す
、
元
本
並
に
湯
沐
銀
千
二
百
五
十
貫
に
相
賞
す

る
米
を
藩
庫
に
返
上
し
筒
ほ
利
水
こ
し

て
米
二
萬
五
千
百
四
十
九
石
八
合
が
残

っ
た
。
爾
後
こ
の
残
存
利
水
が
耐
食

の
元
資

こ
せ
ら
れ
陀
の
で
あ
る
。
。

ψ
、
趾
膚
浅
創
設
の
自
酌
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肚
倉

法
創
設

の
目
的
は
、
寛
文
十

一
年
の
建
議
案

に
よ
れ
ば
、
い
百
姓
の
経
済
生
活

の
安
定
を
計
ら
ん
ε
し
た

こ
ε
、
ろ
利
銀
の
藩
外
に
流
出
す

る
を
防
止
せ
ん
こ
し
た
こ
ε
、
は
教
育
の
振
興
、
及
び
に
租
視
負
捲
の
公
準
輕

た

も

も

　

ロ

す

ト

で

ハ

ろ

ち

減

を
主

た

る
も

の
ε
し
て
居

る
。
併

し
乍

ら
之
ば
軍

に
表

面
上

の
目
的

に
す
ぎ

ね
、

そ

の
嗅

の
目
的
は
肚
倉

米

の

り

　

へ

も

の

ひ

し

ロ

の

ロ

マ

ヤ

も

も

　

し

も

ら

も

も

ム

も

う

や

も

も

り

ゆ

き

も

し

ゃ

き

マ

　

も

た

い

も

セ

利
殖
に
よ
っ
て
亘
大
の
資
源
を
蓄
積
し
、
之
を
藩
の
事
業
に
活
用
し
て
藩
庫
を
充
賞
せ
ん
ε
す
る
に
在

っ
た
。
凶

歳
の
時
、
人
民
を
救
恤
す
る
が
如

き
肚
倉
固
有

の
機
能
は
之
を
二
次
的

の
も
の
ε
し
で
み
た
こ
ε
は
、
後
段
述

べ

る
や
う
に
、
そ
の
組
織
、
効
果
#

に
諸
種
の
事
情

か
ら
推
し
て
自
ら
明
か
で
あ
る
。
建
議
案
第

一
項
に
於
て
「
御
惜
し

あ

ゑ

カ

ち

り

ャ

ぬ

も

も

ヤ

も

や

も

マ

に

米
在

々
右
之
程
在
之
供
待
ば
百
姓
共

の
勝
手
に
よ
ろ
し
(
、
又
は
凶
年

の
能

き
手
當
・し
奉
存
候
」

ε
述

べ
、
叉
肚

倉
創
設
許
可
に
際
し
老
中
の
中
波

の
文
言
中
に
は
、

「
…
…
…
少
宛
に
て
も
利
の
安

き
銀
を
借
り
高
利
の
借
銀
の

「

方
輕
先
便
様
に
仕
候
は
～
後
々
は
御

紋
に
も
可
成
事

に
て
、
凶
年
之
御
心
當
被
仰
付
置
度
隆
敷
年
之
御
存
念
に
候
、

今
之
時
節
に
は
封
公
儀
第

一
の
御
奉
公
・し
被
思
召
候
徳
井
御
勝
手
御
不
如
意
故
不
成

夢
に
候
、
右

之

米

年
々
御

あ

や

貸
候
は

穿
後
々
は
御

末
郡

に
残
り
凶
年

の
御
救
に
も
可
成
儀
に
候
是
肝
要
に
思
召
候
」

ご
あ
り
て
、
凶
年
に
封
ず

る
備

へ
ξ
七
て
は
寧

ろ
尉
随
的
に
考

へ
・て
居
だ
こ
ε
が
窶
せ
ら
れ
る
。
更
に
建
議
業

の
同
項

に
於
て
も
人
民
ゼ

、回

歩

の
借
銀
に
若

し
み
且

つ
利
銀
の
藩
外
に
流
出
す
る
の
弊
を
防
止
す

る
爲
め
大
に
貸
付
を
行
は
ん
ご
の
意
圖
を
示

し
て
居

る
。
曰
く

「
只
今
迄
百
姓
共
自
分
に
借
り
候
米
は
三
割
四
割
、
銀
は
二
割
三
割
に
當
り
候
由
、
其
上
御
鬮
に
借
し
銀
少
く
御

座
候
故
地
國
よ
b
借
銀
多
仕
出
内

々
承
り
候
、・
共
和
は
皆
他
国

へ
画
け
候
道
理
に
御
座
候
.
右
之
如
K
被
仰
竹
俣

は
獄
利
銀
他
国

へ
不
参
、
御
鬮
に
集
り
御
国
の
民
之
盆
に
可
能
成
∵
し
奉
存
候
」

醗

苑

奮
岡
山
藩
の
肚
倉
法
に
就
て
(
一)

第
十
六
巻

(第
二
號

一四
五
)
.
四
一
一

■



,

設
.
苑

雷
岡
山
藩
の
肚
倉
法
に
就
て
(
こ

第
十
六
巻

(第
二
號

[
四
六
)

四

一
二

利
銀

の
藩
外

に
流
出

す

る
こ
ご
必
ず

し
も
不
利

こ
す

べ
き
で
は
な

い
が
、
當
腓

は
右

の
如
く
高
歩

の
借
銀
な

る

上

に
、

こ
の
借

銀
が
生
産

資
本

ご
し
て
用

ひ
ら

る

、
の
で
な

一
專
ら

消
費

上

の
借
債

で

あ
る
か
ら
、
藩

の
當
局
者

が
之
を
危
険

な
り
ざ

し
之

粧
國
内
敵
道

の
途

を
講

じ

よ
う

ご
し
た

の
は
蓋

し
當
熱

の
理
で
あ

る
。

ヤ

も

更
に
謙
育
費
捻
出

の
方
策
ご
し
～
肛
倉
法
を
設
け
π
る
は
最
も
明
白

で
あ
る
。
岡
山
藩
の
府
學
は
岡
山
城
下
面

へ

へ

中
山
下
及
び
和
氣
郡
開
谷
に
在
り
て
外
観
内
貿
共

に
整
備
し
て
居
た
が
、
之
「に
反
し
郷
學
は
已
前
よ
り
種
々
の
方

法
に
て
保
護
奨
脚

に
力
め
た
け
れ
こ
も
、
藩
政
府

の
財
政
が
甚
し
く
窮
乏
し
て
居
た
結
果
、
微
々
ざ
し
て
振
は
な

か
っ
た
。
藪
に
於
て
肚
倉
米
を
利
殖
し
て
之
を
郷
學
の
振
興
に
用

ひ
ん
ε
七
た
こ
ご
は
次
の
建
議
書
第
三
項

の
丈

h側
に
明
か
で
あ
る
o

「
在
々
手
習
所
後
々
は
公
儀
よ
ウ
只
今
迄

の
通
り
に
御
末
不
被
下
る
も
立
中
様

に
仕
度
だ
兼
々
奉
花
候
得
共
、
百

姓
血
ハ
自
分
・し
し
て
手
脅
所
を
置
俄
事
は
、勢
難
成
罎

に
御
座
候
、
.就
て
は
右
の
御
末
今
三
年
右
の
和
ぐ
破
戒
御
倍

し
破
戒
候
得
者

・・
…
北
米
を
以
て

一
ケ
村
ニ
ケ
村
域
は
五

プ
村
六

ク
村
に

}
ケ
所
宛
手
習
師
匠
を
撞
き

:
:
・」

乍
併
延
寳
三
年
に
大
凶
あ
り
て
肚
倉
の
飴
裕
乏
し
く
郡
中
の
手
脅
所
を
慶
し
て
岡

谷
蟹
に
合
併
す
る
の
已
む
な

き
に
至

っ
た
。

.そ
の
後
肚
倉
漸
く
豊
.な
る
に
及
ん
で
片
上
濁
頭
に
濁
立
の
肚
倉
を
設
け
耐
食

の
飴
米

…
千
石
を
割

っ
て
之
を
賊

し
閾
谷
學
挾

の
維
持
費

に
充

て
た
。
斯
く
の
如
く
藪
育
費
作
出
の
財
源

`
し
て
肚
倉
を
創
設
し
た
る

は
事
は
れ
諏
所
で
あ
る
。

謝肛
倉
一法
の
目
的

は
輩
に
備
荒
貯
蓄

に
止
り
、
他
の
方
面
に
そ
の
元
資
を
幽竜
も
利
用

し
得
な

い
も
の
`
は
思
は
な

い
。
進
化
せ
る
吐
倉
は
正
に
種
々
の
方
面
に
も
活
用
さ
る

べ
き
で
あ
る
。
乍
併
そ
が
肚
倉
法
た
る
以
上
は
本
来
の



甲

目
的
が
第

一
義
蓬
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
阻
。
他
藩

に
於
け
る
肚
倉
法
は
多
く
こ
の
趣
意

に
よ

っ
て
行
ば
れ
た
よ
う
で

め
る
。
然
る
に
岡
財
藩
の
肚
倉
法
は
そ
の
創
立
建
議
書
に
於
て
金
融
.
激
育
、
租
税
負
憺
の
輕
減
等
縷

々
ご
論
述

し
て
居
る
拘
は
ら
す
、
救
荒
に
閲
し
て
は
僅

か
に

=
=口
曖
味
な

る
盲
を
以
て
説

い
て
み
る
に
す

ぎ
澱
。
又
貸
氷
の

分
量
を
ば
救
米
の
散
票
を
損
じ
な
い
範
園
内
・し
す

べ
し
ご
の
考

へ
を
有
し
て
居
た
け
れ
ざ

も
、
實
際
に
於
て
は
救

飛
以
外

の
目
的
、甚

し
き
は
資
本
固
定
し
牧
盆
を
生
ぜ
ざ
る
方
面
に
温
光
の
支
出
を
行

ひ
、
却
て
救
莞
の
爲
め
に
僅

少
の
額

を
出
す
が
如
き
,
更
に
は
漸
次
米
よ
り
も
金
銀
を
多
く
貯
藏
す

る
に
至

つ
π
等
は
利
殖
を
先
き
に
す

る
も

の
で
あ

っ
て
㌃
肚
倉
を
駄
倉
ざ
し
て
運
用
せ
ん
己
し
た
も
の
ε
い
ふ
こ
ε
は
出
来
隙
。
岡
山
藩
粧
倉
法
の
目
的
が

果
し
て
那
邊

に
存
す

る
か
は
以
上
の
記
述
に
よ
っ
て
も
大
磯
を
覗
ふ
事
が
出
蘇
る
で
あ
ら
う
。
以
下
そ
の
組
織
、

妓
果
を
記
述

し
て
岡
山
藩
肚
倉
法
の
本
質
を
知
る
の
参
考
ざ
し
よ
う
。

読

苑

薔
岡
山
藩
の
肚
食
法

に
就
て
(
ご

第
+
六
雀

へ第

二
號

一
四
七
)

四

「
三

"


